
東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱 新旧対照表 

 

改正(案) 現行 

第１条から第 31条まで （現行のとおり） 

 

 附則（令和元年６月 28日付 31環地環第 86号） 

 この要綱は、令和元年６月 28日から施行する。 

   附則（令和３年３月 22日付２環地環第 164号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則（令和４年 1月 28日付３環地環第 194号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 建築主及び手続代行者は、この要綱の本則に基づき設計確認審査が実施さ

れた部分に対して設計変更確認申請を行おうとするときは、この要綱の本則

に基づくものとし、改正前の東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱（令和３

年３月 22 日付２環地環第 164 号。以下「旧要綱」という。）に基づき設計確

認審査が実施された部分に対して設計変更確認申請を行おうとするときは、

旧要綱に基づくものとする。 

附則（令和５年３月 29日付４環気環第 357号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則（令和５年８月 24日付５環気環第 199号） 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附則（令和６年３月 26日付５環気環第 490号） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

附則（令和６年９月５日付６環気環第 236号） 

１ この要綱は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 建築主及び手続代行者は、この要綱の本則に基づき設計確認申請（第 19

条の審査の取下げ後に行う当該申請を含む。）を行おうとするときは、こ

の要綱の本則に基づくものとし、改正前の東京ゼロエミ住宅の認証に関す

る要綱（令和６年３月 26 日付５環気環第 490 号。以下「旧要綱」という

第１条から第 31条まで （略） 

 

 附則（令和元年６月 28日付 31環地環第 86号） 

 この要綱は、令和元年６月 28日から施行する。 

   附則（令和３年３月 22日付２環地環第 164号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則（令和４年 1月 28日付３環地環第 194号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 建築主及び手続代行者は、この要綱の本則に基づき設計確認審査が実施さ

れた部分に対して設計変更確認申請を行おうとするときは、この要綱の本則

に基づくものとし、改正前の東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱（令和３

年３月 22 日付２環地環第 164 号。以下「旧要綱」という。）に基づき設計確

認審査が実施された部分に対して設計変更確認申請を行おうとするときは、

旧要綱に基づくものとする。 

附則（令和５年３月 29日付４環気環第 357号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則（令和５年８月 24日付５環気環第 199号） 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附則（令和６年３月 26日付５環気環第 490号） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

附則（令和６年９月５日付６環気環第 236号） 

１ この要綱は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 建築主及び手続代行者は、この要綱の本則に基づき設計確認申請（第 19

条の審査の取下げ後に行う当該申請を含む。）を行おうとするときは、こ

の要綱の本則に基づくものとし、改正前の東京ゼロエミ住宅の認証に関す

る要綱（令和６年３月 26 日付５環気環第 490 号。以下「旧要綱」という



。）に基づき設計確認申請を行った住宅は、旧要綱に基づくものとする。 

附則（令和７年 12月 15日付７環気環第 397号） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 建築主及び手続代行者は、この要綱の本則に基づき設計確認申請（第 19

条の審査の取下げ後に行う当該申請を含む。）を行おうとするときは、こ

の要綱の本則に基づくものとし、改正前の東京ゼロエミ住宅の認証に関す

る要綱（令和６年９月５日付６環気環第 236 号。以下「旧要綱」という。

）に基づき設計確認申請を行った住宅は、旧要綱に基づくものとする。 

 

別表１及び別表２ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。）に基づき設計確認申請を行った住宅は、旧要綱に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１及び別表２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式 

 

別記第１号様式 

 



  



  



  



  



  



別記第２号様式から別記第３号様式 (現行の通り) 

 

別記第４号様式 

 

別記第２号様式から別記第３号様式 (略) 

 

別記第４号様式 

 



  



  



  



  



  



別記第５号様式から別記第６号様式 (現行の通り) 

 

別記第７号様式 

 

別記第５号様式から別記第６号様式 (略) 

 

別記第７号様式 

 



  



  



  



  



  



  



別記第８号様式から別記第 17 号様式 (現行の通り) 

 

別記第８号様式から別記第 17 号様式 (略) 

 

 


